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I N F O R M A T I O N

　
薪
作
り
の
た
め
に
、安
全
な

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
操
作
の
基
礎
を
学

び
ま
し
ょ
う
。

日
時
●
4
月
10
日
日
、17
日
日

　
午
前
9
時
〜
午
後
3
時
頃

※
10
日
日
は
雨
天
決
行
、17
日
日

は
雨
天
の
場
合
18
日
月
に
延
期

場
所
●
10
日
日
／
茅
野
市
青
少

年
自
然
の
森 

管
理
棟
・
前
庭

17
日
日
／
茅
野
市
市
民
の
森

参
加
費
●
3
，0
0
0
円

定
員
●
20
名（
先
着
順
）

申
込
方
法
●
氏
名
、住
所
、電
話

番
号
、ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
防
護
ズ
ボ
ン

所
持
の
有
無
を
明
記
の
上
、メ
ー

ル
又
は
電
話
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
●

　
3
月
21
日
月
〜
4
月
8
日
金

※
持
ち
物
等
、詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　
諏
訪
赤
十
字
病
院
で
定
期
的

に
開
催
し
て
い
る「
み
ん
な
の
が

ん
教
室
」の
拡
大
版
教
室
を
開
催

し
ま
す
。今
回
は
、『
消
化
器
の
が

ん
・
消
化
器
セ
ン
タ
ー
』に
つ
い

て
、専
門
医
師
が
分
か
り
や
す
く

お
話
し
ま
す
。

日
時
●
3
月
25
日
金

　
午
後
3
時
〜
午
後
4
時
30
分

場
所
●
諏
訪
赤
十
字
病
院

　
2
階 

研
修
セ
ン
タ
ー

　
岡
谷
市
社
会
福
祉
協
議
会
で

は
、平
成
28
年
度
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
の
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。

対
象
●
諏
訪
地
域
6
市
町
村
在

住
で
、手
話
の
学
習
経
験
が
な

い
、又
は
手
話
サ
ー
ク
ル
在
籍
2

年
未
満
の
方
。ま
た
、入
門
・
基
礎

課
程
の
全
日
程
出
席
で
き
る
方
。

日
程
●
次
の
期
間
の
毎
週
月
曜
日

○
入
門
課
程（
18
回
）／
5
月
9

日
〜
9
月
12
日

○
基
礎
課
程（
23
回
）／
9
月
19

日
〜
平
成
29
年
3
月
13
日

時
間
●
午
前
10
時
〜
正
午

場
所
●
お
か
や
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー（
諏
訪
湖
ハ
イ
ツ
）2
0
2

研
修
室

定
員
●
20
名（
※
応
募
者
多
数
の

場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。）

受
講
料
●
3
，2
4
0
円

申
込
受
付
期
間
●

　
4
月
4
日
月
午
前
8
時
30
分

〜
4
月
15
日
金
午
後
5
時

　
春
の「
家
庭
犬
し
つ
け
方
教

室
」を
開
催
し
ま
す
。

開
催
日
時
●
５
月
15
日
〜
6
月

26
日
の
毎
週
日
曜
日（
全
７
回
）

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

場
所
●
諏
訪
合
同
庁
舎

　
１
回
目
　
講
堂（
学
科
）

　
２
回
目
以
降 

駐
車
場（
実
技
）

※
1
回
目
は
、犬
を
同
伴
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

参
加
条
件
●
犬
種
を
問
わ
ず
、登

録
、法
定
ワ
ク
チ
ン
を
済
ま
せ
た

犬（
発
情
中
の
場
合
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
）

募
集
頭
数
●
30
頭（
先
着
順
）

費
用
●
参
加
費
2
，0
0
0
円
、

テ
キ
ス
ト
代
5
0
0
円
、動
物
愛

護
会
年
会
費
1
，0
0
0
円（
会

員
は
不
要
）、首
輪
・
リ
ー
ド
代

（
持
参
の
場
合
は
不
要
）

申
込
方
法
●
ハ
ガ
キ
又
は
電
話

に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

宛
て
先
●
〒
3
9
2
‐
8
6
0
1

諏
訪
市
上
川
１
‐
１
６
４
４
‐
10

諏
訪
保
健
福
祉
事
務
所
内

動
物
愛
護
会
諏
訪
支
部
事
務
局

※
ハ
ガ
キ
の
裏
面
に
は
、住
所
、氏

名
、電
話
番
号
、犬
の
名
前
・
犬

種
・
年
齢
・
性
別
・
特
徴｛
吠
え
る

／
咬
む
／
臆
病
／
ト
イ
レ
が
で
き

な
い
等
｝を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
締
切
●
5
月
6
日
金

■役場［☎79-2111］
土曜日、日曜日、祝日

■原村診療所［☎79-2716］
土曜日、日曜日、祝日

■地域福祉センター［☎79-7092］
土曜日、日曜日、祝日

■中央公民館［☎79-7940］
土曜日、日曜日、祝日（施設利用は可）

■社会体育館［☎79-4922］
火曜日、4/2～4/5

■図書館［☎70-1500］
月曜日、祝日、3/22・25

■八ヶ岳美術館［☎74-2701］
3/28～4/1

■八ヶ岳自然文化園［☎74-2681］
火曜日、3/23

■もみの湯［☎74-2911］
3/16

日 土金木水火月
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M a r c h  t o  A p r i l

14 15

伐
木
技
術
基
礎
講
習
会

手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
受
講
生

募

　集

問
・
■
■
■

　八
ヶ
岳
森
林
文
化
の
会

　☎
0
9
0
‐
5
4
3
7
‐
2
8
8
1

申
込
先

62016  03

問
・
■
■
■

　岡
谷
市
社
会
福
祉
協
議
会

　☎
24
‐
2
1
2
1

申
込
先

お
知
ら
せ

4月から施行される改正後の農業委員会法のポイントをお知らせします。

農業委員会法が改正されます農業委員会法が改正されます
平成28年
4月施行

１．農業委員会の選出方法が変わります

①公選制から任命制に（原村は平成29年から）

　公職選挙法に準ずる公選制度から、村長が議会の

同意を得て任命する方法に変わります。

　これに伴い、農業委員の選挙人名簿登載申請も廃

止されました。

　任命に当たっては、行政区や農業団体等から候補

者の推薦を求めるとともに公募も行います。

②委員の半数以上を認定農業者に

　農業委員の半数以上は認定農業者であることが求められます。

　また、農業委員会の事務に利害関係のない者を１人以上含めることも求められます。

③女性や青年の登用を積極的に

　農業委員の年齢、性別に著しい偏りが生じないよ

うに配慮することが求められます。

　このため、女性と青年の登用に向けた機運を高め

る必要があります。

２．農地利用最適化推進委員を委嘱します

①農業委員会が推進委員を委嘱します

　農業委員会は、農地利用の最適化の推進に取り組

む体制を強化するために、農地利用の最適化の推進

に適している者のうちから農地利用最適化推進委員

を委嘱します。推進委員も農業委員同様に行政区等

から候補者の推薦を求め、その結果を尊重します。

②推進委員も農業委員会の総会に出席し意見を述べることができます

　農業委員の総会には推進委員も出席し地域の取組等を報告するとともに、意見を述べる

こともできます。農地利用の最適化を進めるためには、農業委員と推進委員が連携しあっ

て取り組むことが欠かせません。

農業委員会法の改正等についてご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

問　原村 農業委員会事務局　☎７９－７９３４（直通）

農業委員会法の改正について

家
庭
犬
し
つ
け
方
教
室

問
・
■
■
■

長
野
県
動
物
愛
護
会
諏
訪
支
部

　☎
23
‐
5
9
9
8

申
込
先

み
ん
な
の
が
ん
教
室

問
諏
訪
赤
十
字
病
院

　が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　☎
57
‐
7
5
0
2


